
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

ことを特徴とするコンク
リート打設装置。
【請求項２】

ことを特徴とする請求項１記載のコンク
リート打設装置。
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一本の棒部材の上部と下部とを互いに逆ネジに形成して上端に平状突出部を設けた両ネジ
ボルトの上部ネジを定規部材の複数箇所に螺通すると共に、前記両ネジボルトの下部ネジ
を台座の雌ネジに螺入して該台座をコンクリート打設箇所に立設固定し、該両ネジボルト
の平状突出部にスパナ等を係合して回動することにより前記定規部材の高低及び水平を調
整するようにしたコンクリート打設装置において、
　前記定規部材の上端と下端とを目視できる状態で打設コンクリートの段差又は溝の側面
を形成する部材の両側に打設コンクリートの上段と下段の打設面を規定するために、該定
規部材の上端を、折曲しない端部、水平状に折曲した折曲片、又は傾斜状に折曲した傾斜
片によって形成する一方、該定規部材の下端を、水平状に折曲した折曲片若しくは水平部
、又は傾斜状に折曲した傾斜片によって形成し、これらの上端又は下端の構成を段差又は
溝の上段又は下段のコンクリート打設高さに応じて組み合わせた

前記定規部材は、アングル材からなる支持板の側部に長尺の側板を溶接して該支持板の水
平部の複数箇所に前記両ネジボルトを螺入し、該側板の上端を折曲しない端部、水平状に
折曲した折曲片、又は傾斜状に折曲した傾斜片とする一方、該側板の下端を水平状に折曲
した折曲片、又は傾斜状に折曲した傾斜片とした



【請求項３】

ことを特徴とする請求項１記
載のコンクリート打設装置。
【請求項４】

【請求項５】

ことを
特徴とするコンクリート打設方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、段差又は溝を成す打設コンクリート面を形成する際に、これらの段差又は溝の
上段と下段のコンクリート打設端部を規定するコンクリート打設装置及びコンクリート打
設方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、床コンクリートの打継ぎを行うために、いくつかに区切られた打継ぎ箇所に止枠を
設置してコンクリートを順次打継ぐことによって連続した床を仕上げるようにしていたの
であるが、このような打継ぎ端部の高さ精度を容易かつ正確に出すために、本出願人によ
ってコンクリート床の打継ぎ止枠が案出されている（特開平４－１５５０５８号公報）。
【０００３】
　このコンクリート床の打継ぎ止枠は、 に示すように、棒部材の上部と下部を互いに
逆ネジに形成した両ネジボルト３０の上端に平状突出部３１を形成し、両ネジボルト３０
の上部ネジ３０ａを角パイプ３２の長手方向の所要箇所に螺通すると共に、両ネジボルト
３０の下部ネジ３０ｂを台座３３に螺入して成るもので、台座３３をコンクリート打設面
に接地した基台３４にネジ３４ａで固定するか、又は鉄筋等に番線３７等によって固定し
、平状突出部３１にスパナ等を係合して両ネジボルト３０を回動することにより台座３３
と角パイプ３２との相対間隔を拡縮自在にしたものである。
【０００４】
その施工例としては、角パイプ３２の片側面に沿ってメタルメッシュ３５等を張設して鉄
筋３６に固定し、角パイプ３２の上端面を打設コンクリートの高さ基準面としてコンクリ
ート３８ａの上面を平滑に均すことにより、高精度のコンクリート打継ぎ高さを得ること
ができる。
【０００５】
また、角パイプ３２の他方の面に沿ってメタルメッシュ３５等を張設して鉄筋３６に固定
し、上記同様、角パイプ３２の上端面を打設コンクリートの高さ基準面としてコンクリー

10

20

30

40

50

(2) JP 3780465 B2 2006.5.31

前記定規部材は、アングル材からなる支持板の側面に他のアングル材の側面を固定又は上
下動自在にネジ止めして前記支持板の水平部の複数箇所に前記両ネジボルトを螺入し、夫
々のアングル材の水平部を互いに高低差を有する構成とした

前記定規部材は、コンクリート打設面に方形の溝を形成するために、該方形の溝形状に応
じた側面と下段の打設面を規定する水平部とを有する方形の枠状に形成し、前記両ネジボ
ルトの上部ボルトを前記水平部の複数箇所に螺入するようにしたことを特徴とする請求項
１記載のコンクリート打設装置。

請求項１に記載のコンクリート打設装置を使用したコンクリート打設方法であって、前記
両ネジボルトの上部ネジを前記定規部材の水平部の複数箇所に螺通すると共に該両ネジボ
ルトの下部ネジを前記台座の雌ネジに螺入して該台座をコンクリートを打設すべき箇所に
立設固定し、該両ネジボルトの平状突出部にスパナ等を係合して回動することにより前記
定規部材の高低及び水平を調整した後、前記定規部材の上端を形成してなる折曲しない端
部、水平状に折曲した折曲片、又は傾斜状に折曲した傾斜片によって規定された上段のコ
ンクリート打設端部に沿ってコンクリートを打設することにより段差又は溝の上段の打設
面を形成すると共に、前記定規部材の下端を形成してなる水平状に折曲した折曲片若しく
は水平部、又は傾斜状に折曲した傾斜片によって規定された下段のコンクリート打設端部
に沿ってコンクリートを打設することにより段差又は溝の下段の打設面を形成する

図９



ト３８ｂを打設することにより、両側で均等なコンクリート打継ぎ高さを得ることができ
る。そして、両ネジボルト３０を回動して台座３３から除去した後の隙間にコンクリート
３８ｃを打設することにより、全体として平滑なコンクリート打継ぎ面を得るものである
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記のコンクリート床の打継ぎ止枠は、角パイプ３２の上端面を打設コンクリ
ートの高さ基準面として用い、その両側にコンクリートを打ち継いで均等なコンクリート
高さを得るようにしたもので、段差や溝状のコンクリート面を形成するには不都合であっ
た。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、段差又は溝を成すコンクリート面を形
成する際に、これらの段差又は溝の上段と下段の を容易かつ高精度
に規定すると共に、この規定された に沿ってコンクリート均し作業を行うことによっ
て上段と下段の を形成するようにしたコンクリート打設装置及び方法
を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を解決するために、本発明の コンクリート打設装置は、

ことを特徴とする。
【０００９】
　また、

ことを特徴とする。
【００１０】
　

ことを特徴とする。
【００１１】
　

【００１２】
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コンクリート打設端部
端部

コンクリート打設面

請求項１の 一本の棒
部材の上部と下部とを互いに逆ネジに形成して上端に平状突出部を設けた両ネジボルトの
上部ネジを定規部材の複数箇所に螺通すると共に、前記両ネジボルトの下部ネジを台座の
雌ネジに螺入して該台座をコンクリート打設箇所に立設固定し、該両ネジボルトの平状突
出部にスパナ等を係合して回動することにより前記定規部材の高低及び水平を調整するよ
うにしたコンクリート打設装置において、
　前記定規部材の上端と下端とを目視できる状態で打設コンクリートの段差又は溝の側面
を形成する部材の両側に打設コンクリートの上段と下段の打設面を規定するために、該定
規部材の上端を、折曲しない端部、水平状に折曲した折曲片、又は傾斜状に折曲した傾斜
片によって形成する一方、該定規部材の下端を、水平状に折曲した折曲片若しくは水平部
、又は傾斜状に折曲した傾斜片によって形成し、これらの上端又は下端の構成を段差又は
溝の上段又は下段のコンクリート打設高さに応じて組み合わせた

本発明の請求項２のコンクリート打設装置は、請求項１において、前記定規部材
は、アングル材からなる支持板の側部に長尺の側板を溶接して該支持板の水平部の複数箇
所に前記両ネジボルトを螺入し、該側板の上端を折曲しない端部、水平状に折曲した折曲
片、又は傾斜状に折曲した傾斜片とする一方、該側板の下端を水平状に折曲した折曲片、
又は傾斜状に折曲した傾斜片とした

また、本発明の請求項３のコンクリート打設装置は、請求項１において、前記定規部材
は、アングル材からなる支持板の側面に他のアングル材の側面を固定又は上下動自在にネ
ジ止めして前記支持板の水平部の複数箇所に前記両ネジボルトを螺入し、夫々のアングル
材の水平部を互いに高低差を有する構成とした

また、本発明の請求項４のコンクリート打設装置は、請求項１において、前記定規部材
は、コンクリート打設面に方形の溝を形成するために、該方形の溝形状に応じた側面と下
段の打設面を規定する水平部とを有する方形の枠状に形成し、前記両ネジボルトの上部ボ
ルトを前記水平部の複数箇所に螺入するようにしたことを特徴とする。

また、本発明の請求項５のコンクリート打設方法は、請求項１に記載のコンクリート打
設装置を使用したコンクリート打設方法であって、前記両ネジボルトの上部ネジを前記定
規部材の水平部の複数箇所に螺通すると共に該両ネジボルトの下部ネジを前記台座の雌ネ



ことを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　図１乃至図５はコンクリート段差を形成するための実施例１に関する図面であり、

コンクリート溝を形成するための実施例２に関する図面であり、 本発明のコンク
リート打設装置によって形成した打設コンクリートの段差又は溝の例を示す断面図であり
、 円弧又は円径の段差又は溝形状のコンクリート面を形成するのに用いる本発明に
よるコンクリート打設装置の平面図である。
【００１７】
（実施例１）
図１において、本実施例の定規部材２は、打設コンクリートＣの側面を形成する長尺の金
属板から成る側板３と、この側板３の途中の長手方向に長尺のアングル材から成る支持板
４の側部４ｂを溶着して水平部４ａを下段の水平方向に突出して成り、支持板４の水平部
４ａの長手方向の複数カ所に間隔をあけて両ネジボルト５を螺入してある。
【００１８】
このコンクリート打設装置においては、側板３の上端と下端とがコンクリート段差形成に
おける上段の打設面Ａと下段の打設面Ｂを規定する規定部位として作用する。
【００１９】
ただし、図１においては、定規部材２の側板３の上端は折曲することなく端部を露出させ
、側板３の下端は下段の水平方向に折曲した折曲片７を形成してある。これは、打設コン
クリートＣの均し作業の際に、定規部材２の上端は目視できるが、定規部材２の下端は目
視が困難であるため、側板３の下端を下段の水平方向に折曲して折曲片７を形成し、この
折曲片７の端部を横方向から目視できるようにしたのである。
【００２０】
両ネジボルト５は、一本の棒部材の上部を、例えば、右ネジ、下部を左ネジ、又はその逆
の関係とするように、上部と下部とで互いに逆ネジが形成され、このうち上部ネジ５ａを
定規部材２の支持板４の水平部４ａに螺入し、下部ネジ５ｂを台座８に螺入する。
【００２１】
ただし、上部ネジ５ａを定規部材２の支持板４の水平部４ａに螺入する際、支持板４の厚
さが薄い場合に、上部ネジ５ａの螺入強度を確保するために、ナット６を支持板４の貫通
孔に合わせて溶接等により固定し、このナット６に対して両ネジボルト５の上部ネジ５ａ
を螺通するのが好ましい。
【００２２】
また、両ネジボルト５の上端には平状突出部５ｃを形成してあり、この平状突出部５ｃに
スパナ等を係合して両ネジボルト５全体を回動することができる。
【００２３】
台座８はある程度の長尺を有するのが好ましく、台座８の軸位置には雌ネジを形成してあ
り、この雌ネジに両ネジボルト５を螺通した際の調整深さを長くとるようにしてある。台
座８の下端にはフランジ８ａを形成してあり、このフランジ８ａの複数の貫通孔にネジ９
を挿通してコンクリートを打設すべき箇所又は設置された基台等に螺締することにより、
台座８を直立した状態で固定するようにしてある。
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ジに螺入して該台座をコンクリートを打設すべき箇所に立設固定し、該両ネジボルトの平
状突出部にスパナ等を係合して回動することにより前記定規部材の高低及び水平を調整し
た後、前記定規部材の上端を形成してなる折曲しない端部、水平状に折曲した折曲片、又
は傾斜状に折曲した傾斜片によって規定された上段のコンクリート打設端部に沿ってコン
クリートを打設することにより段差又は溝の上段の打設面を形成すると共に、前記定規部
材の下端を形成してなる水平状に折曲した折曲片若しくは水平部、又は傾斜状に折曲した
傾斜片によって規定された下段のコンクリート打設端部に沿ってコンクリートを打設する
ことにより段差又は溝の下段の打設面を形成する

図６
は 図７は

図８は



【００２４】
なお、このような台座８の固定方法としては、その他、コンクリートを打設すべき箇所に
配した鉄筋Ｓに対して溶接（図２、３、４参照）又は番線による結合等により固定しても
よい。
【００２５】
このような定規部材２の支持板４の複数箇所に両ネジボルト５の上部ネジ５ａを螺通する
と共に、その下部ネジ５ｂを台座８の雌ネジに螺入して、該台座８をコンクリート打設面
上に立設固定すると、定規部材２が横方向に敷設される。そして、両ネジボルト５の平状
突出部５ｃにスパナを係合して回動すると、両ネジボルト５の逆ネジが作用して、定規部
材２の上段と下段のコンクリート打設面Ａ、Ｂの高低又は水平を調節することができる。
【００２６】
次いで、上段と下段の打設面Ａ、Ｂに沿ってコンクリートＣを打設すると共に、上段と下
段の打設面Ａ、Ｂにならって打設した両側のコンクリートＣの上面を夫々均すことにより
、高精度の水平レベルを得、また上段の端部形状を正確に得ると共に、下段の隅部形状を
定規部材２の側板３と折曲片７の外側形状によって容易に得ることができる。
【００２７】
さらに、実施例１の応用例を各図について説明すると、図２のコンクリート打設装置は、
上記同様、両ネジボルト５の下部ネジ５ｂを台座８に螺入すると共に、両ネジボルト５の
上部ネジ５ａを断面Ｌ字形長尺の支持板４の水平部４ａに溶着した複数箇所のナット６に
螺入し、この支持板４の側面部４ｂにアングル材１０を溶着して成る定規部材２を用いて
あり、アングル材１０の側面部１０ｂの下端から水平部１０ａを上段の水平方向に突出し
た構成としてある。
【００２８】
このようなコンクリート打設装置は、支持板４の水平部４ａの端部とアングル材１０の水
平部１０ａの端部の成す高低差ｈが微小な場合に有効であり、これにより微小段差を有す
るコンクリート床打設を行うことが可能となる。
【００２９】
また、図３のコンクリート打設装置は、図２の定規部材２と同様に、台座８に螺入した両
ネジボルト５を断面Ｌ字形長尺の支持板４に螺入してあるが、この支持板４の側面に設け
たアングル材１０を支持板４に対して上下方向に移動及び固定自在としてある。
【００３０】
その具体例としては、支持板４の必要箇所に縦長のネジ孔１１を形成すると共に、アング
ル材１０に挿通した雄ネジ１２を支持板４のネジ孔１１に挿通して蝶ネジ１２ａによって
締め付けることにより、縦長のネジ孔１１の範囲内でアングル材１０の高低差ｈを調整す
るようにしてある。
【００３１】
このような構成により、上段の打設面Ａと下段の打設面Ｂの高低差ｈを自在に調整するこ
とが可能となる。
【００３２】
また、図４に示すコンクリート打設装置は、図１のコンクリート打設装置と略同様に構成
してあるが、側板３の上端と下端を傾斜状に折曲した傾斜片３ａ、３ａとしてあり、上段
の打設面Ａと下段の打設面Ｂをこれらの傾斜片３ａ、３ａの端部で規定すると共に、上段
と下段のコンクリート打設端部をそれらの傾斜面に倣って正確に形成することができる。
【００３３】
図５のコンクリート打設装置は、長尺方向に沿って側板３の上端と下端に折曲片７、７を
設け、夫々の折曲片７の端部によって上段の打設面Ａと下段の打設面Ｂを規定するように
した定規部材２を用いてあり、側板３の途中に長尺のアングル材による支持板４を溶着し
て、その水平部４ａに固着したナット６に両ネジボルト５を螺通してある。
【００３４】
ただし、側板３の下端の折曲片７の幅を大きくして、この下端の折曲片７にもナット６を
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溶着して両ネジボルト５を螺通したことにより、夫々の両ネジボルト５は、上下の二箇所
で支持されるため、側板３の垂直保持性が良好となってぶれがなく、上段の打設面Ａと下
段の打設面Ｂをより正確に規定することが可能となる。
【００３５】
また、この図５においては、上記のコンクリート打設装置を所定間隔を開けて左右対向的
に配することにより、左右上段の打設面Ａ、Ａを同一にした溝断面のコンクリートを打設
することが可能となる。
【００３６】
さらには、このように左右の定規部材２の上段の打設面Ａと下段の打設面Ｂを所望の高さ
に形成するほか、両ネジボルト５を回動して上下の折曲片７、７の高低を調整することに
より、左右の上段の打設面Ａ及び下段の打設面Ｂの高低差が異なる溝を形成することも可
能であり、また左右何れかの上方の折曲片７の位置を変えた定規部材２を用いることによ
り、左右何れかの上段の打設面Ａの高低を変化したコンクリート溝を形成することができ
る。
【００３７】
なお、両ネジボルト５を螺通する部材として、上記のように、定規部材２に一枚の水平部
４ａまたは折曲片７、あるいは二枚の水平部４ａと折曲片７を形成するほか、不図示であ
るが、図１のような側板３に断面コ字形または断面ロ形の金具を溶着して、夫々の両ネジ
ボルト５について上下二か所に挿通支持することにより、図５で示したような側板３の垂
直保持性を良好とする定規部材２の支持が可能となる。
【００３８】
（実施例２）
図６ (a) 及び (b) に示す溝形成のためのコンクリート打設装置は、図６ (b) に示すように
、断面が傾斜側面２ａと水平部２ｂを有する部材を図６ (a) のような方形の枠状にした定
規部材２を形成したもので、その水平部２ｂの複数箇所にナット６を溶着して両ネジボル
ト５の上部ネジ５ａを垂直に螺通し、下部ネジ５ｂを台座８の雌ネジに螺入して、該台座
８のフランジ８ａを介してコンクリート打設面等にネジ９で止めるようにしてある。
【００３９】
このような定規部材２の上端によって上段の打設面Ａを規定することができ、水平部２ｂ
の端部によって下段の打設面Ｂを規定することができる。
【００４０】
従って、この実施例の定規部材２によって、例えばコンクリート床に傾斜側面を有する方
形の溝を形成することが可能となる。
【００４３】
　なお、上記の実施例１及び実施例２に挙げた各種のコンクリート打設装置によって形成
することができる段差又は溝形状の例として、 に示すものを例示してある
が、その他、上記のコンクリート打設装置の変様あるいは組み合わせによってさまざまな
段差及び溝のコンクリート打設形状を得ることができる。
【００４４】
　さらに、 には、円弧形の段差又は円形の溝形成を行うためのコンクリー
ト打設装置を示してある。これらのコンクリート打設装置の断面形状は、例えば図１の側
面部材３及び図２の支持板４を曲面状又は円状に形成した定規部材２を用いてあり、この
定規部材２の水平部４ａ（又は折曲片７）の複数カ所に溶着したナット６に両ネジボルト
５の上部ネジ５ａを螺通すると共に下部ネジ５ｂを台座８に螺入して、各台座８をコンク
リートを打設すべき箇所に立設固定するようにしたものである。
【００４８】
なお、上記の実施例１及び２においては、段差または溝の形成材料としてコンクリートに
ついて説明してあるが、本発明は、コンクリートに類似した流動性または軟質性を有し、
経時的に硬化する材料であれば、いかなる材料にも同様の効果をもって適用できるもので
ある。
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図７ (a)乃至 (i)

図８ (a)及び (b)



【００４９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、段差又は溝を成す打設コンクリート面を形成する
際に、両ネジボルトの上部ネジを定規部材の複数箇所に螺入すると共に各両ネジボルトの
下部ネジを台座の雌ネジに螺入して該台座をコンクリート打設面に立設固定し、両ネジボ
ルトの平状突出部にスパナ等を係合して回動することにより定規部材の水平レベルを調整
し、上段と下段の打設面に沿って打設コンクリートの上段と下段のコンクリート面を形成
することができ、これにより段差又は溝の上段と下段のコンクリート打設面の形成面及び
端部を容易かつ高精度に規定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の実施例１に関するコンクリート打設装置の部分斜視図である。
【図２】図２は本発明の実施例１に関するコンクリート打設装置の他の応用例を示す部分
斜視図である。
【図３】図３は本発明の実施例１に関するコンクリート打設装置の他の応用例を示す断面
である。
【図４】図４は本発明の実施例１に関するコンクリート打設装置の他の応用例を示す断面
図である。
【図５】図５は本発明の実施例１に関するコンクリート打設装置の他の応用例を示す断面
図である。
【図６】図６は本発明の実施例２に関するコンクリート打設装置の断面図である。
【図７】

【図８】

【図９】
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図７は本発明のコンクリート打設装置によって形成した打設コンクリートの段差
又は溝の例を示す断面図である。

図８は円弧又は円径の段差又は溝形状のコンクリート面を形成するのに用いる本
発明によるコンクリート打設装置の平面図である。

図９は従来のコンクリート床の打継ぎ止枠を用いたコンクリート打継ぎの施工例
を示す断面図である。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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